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認定対象者は日本国内に居住していますか？または国内居住要件の例外（一時的に海

外に留学している学生等）に該当しますか？

認定対象者は75歳未満ですか？

認定対象者は以下の続柄に該当しますか？

〇義父母

〇配偶者の子

〇その他３親等以内の親族

〇配偶者（内縁含む） 〇直系尊属の父母・祖父母

〇子（養子含む） 〇兄弟姉妹

〇孫

同居していますか？同居していますか？

毎月仕送りをしていますか？

認定対象者は、以下の条件を全て満たしていますか？

〇６０歳未満 ： 年収１３０万円未満

６０歳以上（または障害年金受給者）： 年収１８０万円未満

〇同居の場合 ： 認定対象者の年収は、被保険者の収入の２分１未満である

別居の場合 ： 認定対象者の収入は、被保険者からの仕送り額より少ない

認定対象者には、被保険者以外の優先扶養義務者（※）がいま

すか？ （例）認定対象者が「母」の場合「父」

認定対象者が「兄弟姉妹」の場合「両親」

その優先扶養義務者が認定対象者を扶養できない

理由がありますか？

主として被保険者の収入により生計が維持されていますか？

あなたは自分の年収からみて、認定対象者の生計を継続的に「主として」維持していく

扶養能力がありますか（複数の被扶養者がいる場合も含む）？

被扶養者として認定される可能性があります。

※収入の実態や家族状況など個々の具体的事情を総合的にみて、健康保険組合にて被扶養者認

定の可否を判断します。
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